
参考資料７

最近の農薬環境行政について

１．水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定に向けた取組（別添１）

○ 水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準は平成15年３月に改正され、

平成17年４月より施行。

○ 水産動植物登録保留基準設定検討会において、毒性試験結果に適用する不確

実係数の設定方法等、基準値策定手法の詳細について検討し、平成17年５月に

検討結果を取りまとめ。

○ 同検討会において個別農薬の基準値案の検討を進めており、本年４月の中央

環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会で最初の基準値案を審議する予定。

２．土壌残留及び水質汚濁に係る改正農薬登録保留基準の施行に向けた取組

（別添２）

○ 土壌残留及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準は平成17年８月３日に改正さ

れ、平成18年８月３日に施行。

○ 水質汚濁に係る環境中予測濃度算定方法等調査検討会において、公共用水中

の環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）の算定法について検討中。

３．特定防除資材（特定農薬）の指定に向けた取組

○ 平成17年８月31日及び平成18年３月31日に農業資材審議会農薬分科会特定農

薬小委員会及び中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会合同会合を開催し、

評価に必要な魚毒性判定基準の見直しや、指定に向けた具体的な資材（木酢液

及び強酸性電解次亜塩素酸水）について審議。

４．その他の取組

（１）陸域生態影響評価手法の開発に向けた取組

陸域生物への影響事例、海外の規制動向等について調査を実施。平成18年度

には、研究フィールドでの生物相変動等について、調査を実施予定。

（２）ゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る平成16年度水質調査結果について

（別添３）

○ 標記調査結果について平成17年11月11日に公表。

○ 997か所のゴルフ場を対象に延べ45,880検体について調査した結果、指針

値を超過した事例なし。



別添１

水産動植物の被害防止に係る改正登録保留基準の

施行に必要となる試験法等の検討結果

１．より実環境に近い試験系による毒性試験法と評価法

環境大臣が定める登録保留基準値の設定に当たり必要となる、水産動植物に対

する毒性試験法に関して、標準的に実施される急性影響試験（魚類急性影響試験、

ミジンコ類急性遊泳阻害試験、藻類生長阻害試験）に加え、より実環境に近い試

験系による試験法として３種の追加試験を導入することし、農薬登録申請者は、

申請農薬の水産動植物に対するリスクが大きいと認められる場合、魚類又は甲殻

類のうち毒性が高いものについて、任意に必要な試験法を選択して実施できるこ

ととした。追加試験法の概要及びその結果に基づく評価法の考え方は以下のとお

り。

（１）生物種間の感受性差評価(追加生物種の試験)

１）魚類

【試験法】

標準試験種（コイ又はヒメダカ)に加え、その他OECD/TG203推奨種（ニジ

マス、ブルーギル、ファットヘッドミノー、ゼブラフィッシュ、グッピー)

から任意に選択して試験

【評価法】

標準試験種を含めて最小の急性毒性値に、不確実係数（ＵＦ）を、原則と

して、以下のとおり適用し、当該分類群の急性影響濃度とする。

①７種（３上目５目５科）の生物種試験が行われた場合はUF=２とする。

。②３種（３上目３目３科）以上の生物種試験が行われた場合はUF=４とする

③その他の場合はUF=10とする。

２）甲殻類等

【試験法】

標準試験種（ミジンコ）に加え、ヌマエビ又はヌカエビ、ヨコエビ、ユス

リカ幼虫から任意に選択して試験

【評価法】

標準試験種を含めて最小の急性毒性値に、不確実係数（ＵＦ）を、原則と

して、以下のとおり適用し、当該分類群の急性影響濃度とする。

①４種の試験が行われた場合はUF=３とする。

②３種の試験が行われた場合はUF=４とする。

③その他の場合はUF=10とする。



（２）異なる成長段階の感受性差評価(異なる成長段階での試験)

１）魚類

【試験法】

標準試験種（コイ又はヒメダカ）仔魚（ふ化後24時間以内齢）を用いた96

時間急性毒性試験

【評価法】

仔魚と標準試験魚の急性毒性値のうち小さい方の値を、標準試験種におけ

る急性毒性値に読み替えて評価

２）甲殻類

【試験法】

標準試験種（ミジンコ）７日齢成体を用いた48時間急性毒性試験

【評価法】

成体と標準試験生物（幼生）の急性毒性値の幾何平均値を、標準試験種に

おける急性毒性値に読み替えて評価（長期間の暴露が懸念される場合には幼

生の急性毒性値を採用）

（３）環境中共存有機物質の影響評価(フミン酸を含む水での試験)

【試験法】

標準試験種（魚類の場合はコイ又はヒメダカ、甲殻類の場合はミジンコ）

を用いたフミン酸を添加した系における急性毒性試験

【評価法】

全有機炭素濃度（TOC）1.5mg/l（我が国の主要河川における平均TOC濃

度）における急性毒性値と標準試験により求められた急性毒性値の比を毒性

補正係数とし、他の試験から算定された標準試験種の急性影響濃度に当該係

数を適用して補正

２．暴露評価に係る試験法等

環境中予測濃度（PEC）の計算において、地表流出量やドリフト量の算定に必

要となる以下の試験法を検討、策定した。

○ 模擬水田を用いた水田水中農薬濃度測定試験法(水田使用農薬第２段階PEC)

○ 実水田を用いた水田水中農薬濃度測定試験法(水田使用農薬第３段階PEC)

○ 模擬圃場(小規模畑地)を用いた地表流出試験法(非水田使用農薬第２段階PEC)

○ ドリフト試験法(水田使用農薬第３段階PEC及び非水田使用農薬第２段階PEC)

併せて、既登録農薬について予測濃度の代わりに評価に用いることができるこ

ととされた、実河川における農薬濃度モニタリング法をとりまとめた。

【なお、以上の２つの検討結果に関する報告書は、環境省水環境部のホームページに掲載済み】



改正登録保留基準の仕組み

※２ ※１

環境中予測濃度（ＰＥＣ) 登録保留基準値

第一段階（Tier1 PEC)

（数値計算による算定） （AECf、AECd、AECa）の最小値

登録保留基準値＝

第二段階（Tier2 PEC） PEC > 基準値

水田使用農薬：水質汚濁性試験 No

非水田使用農薬：地表流出試験 登録

を用いて算定 Yes

第三段階（Tier3 PEC）

水田使用農薬：圃場を用いた水田

水中濃度試験又はドリフト調査

試験等の結果を用いて算定

登録保留（使用方法の変更等が必要）

※１ AECf＝96hr-LC ×1/10(1～1/10) 【試験生物：ヒメダカ又はコイ】50

AECd＝48hr-EC ×1/10(1～1/10) 【試験生物：オオミジンコ】50

AECa＝72hr-EC ×１ 【試験生物：緑藻】50

登録保留基準値の策定に当たっては、さらに、より実環境に近い試験系による試験

方法で国際整合がとれたものを導入

※２ 既登録農薬についてはPECに代えて環境モニタリング調査の結果も活用可



水産動植物の被害防止に係る登録保留基準の改正概要

従 前

第２次環境基本計画を踏まえ、持続可能な社会の構築を実現する上で、
従来の対応に加え農薬の環境リスクの評価・管理制度の中に生態系の保
全を視野に入れた取組を強化することが重要。

・試験生物はコイのみのため生態系保全の
視点が不十分
・毒性評価のみで環境中での曝露量が考慮
されていないためリスク評価として不十分
・畑地等で使用される農薬が適用外である
ため農薬全体としてのリスク管理が不十分

等

改正後

課題

・生態系保全の観点から、魚類
のみならず藻類、甲殻類を評価
対象に追加

登録保留基準
リスク評価の結果、PECがAEC
を上回る場合には登録保留

昭和46年３月農林水産省告示346
号（農薬取締法第３条第１項第
４号から第７号までに掲げる場
合に該当するかどうかの基準を
定める件）（平成15年３月28日
改正、平成17年４月１日施行）

・毒性評価のみならず、曝露評
価を追加（環境中予測濃度(PEC)
と急性影響濃度(AEC)とを比較す
ることによりリスクを評価）

・畑地等で使用される農薬につ
いても適用

登録保留基準
コイの半数致死濃度(４８時間)

が0.1ppm以下で、かつ毒性の消失
日数が７日以上の場合（水田にお
いて使用するものに限る）

かけがえのない生態系の保全

改 正

農薬による環境リスクの低減

期待される効果



平成１７年度水産動植物登録保留基準設定検討会委員名簿

氏 名 所 属

上路 雅子 独立行政法人農業環境技術研究所理事

菊地 幹夫 神奈川工科大学工学部教授

五箇 公一 独立行政法人国立環境研究所生物多様性の減少機構の解

明と保全プロジェクトグループ侵入生物研究チーム総合

研究官

茂岡 忠義 国立大学法人横浜国立大学大学院環境情報研究院教授

白石 寛明 独立行政法人国立環境研究所化学物質環境リスク研究センタ

ー長

菅谷 芳雄 独立行政法人国立環境研究所化学物質環境リスク研究セ

ンター生態リスク評価研究室主任研究員

花里 孝幸 国立大学法人信州大学山地水環境教育研究センター長

山本 廣基 国立大学法人島根大学理事

吉岡 義正 国立大学法人大分大学教育福祉学部教授

若林 明子 淑徳大学国際コミュニケーション学部教授



土壌残留及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準の改定の概要

１ 背景
近年における化学物質対策に関する国際的な取り組みである「残留性有機汚染物質に

関するストックホルム条約 （以下「ＰＯＰｓ条約」という 、諸外国における農薬規」 。）
制及び国内の化学物質の規制においては化学物質（農薬）の環境中における残留性や生
物濃縮性の観点が重視されている。そのため、農薬取締法に基づくリスク管理措置であ
る農薬登録保留基準の設定についても、これらの観点を考慮する必要があり、その運用
の充実を図るため、土壌残留に係る登録保留基準及び水質汚濁に係る登録保留基準を以
下のように改正した。

２ 改正の内容
（１）土壌残留に係る登録保留基準について

ＰＯＰｓ条約の附属書Ｄ基準の環境中における残留性の基準は「土壌中における半
減期が６ヶ月を超える場合」とされている。また、これまでの知見によると、容器内
試験は、時間が経過すると微生物活性が衰え半減期が長くなるなど、実態との乖離の
おそれがある。一方、ほ場試験は、試験結果がばらつく傾向があるが、実環境に近い
条件のため、ほ場試験の結果のみに基づき、土壌中半減期を算出することとして、以
下のように改正した。

現行
ほ場試験及び容器内試験で土壌中半減期が１年以上の農薬にあっては、土壌に残留

した農薬が農作物を汚染する場合は登録保留等
改正案

ほ場試験で土壌中半減期が１８０日以上の農薬にあっては、土壌に残留した農薬が
農作物を汚染する場合は登録保留等

（２）水質汚濁に係る登録保留基準について
現行の規定では、飲料水経由の暴露のみを考慮しているが、農薬取締法第３条第１

項第７号において 「農薬の使用により水質の汚濁が生じ、その汚濁に係る水により、
汚染される水産動植物」の利用が原因となって人畜に被害を生じるおそれがある場合
も登録を保留することとされていることをふまえ、生物濃縮性が高い農薬については
魚介類経由の暴露を考慮することとした。また、環境省による化学物質環境調査（黒
本）等の結果では、水田で使用されない農薬についても公共用水域から検出されてい
るため、非水田使用農薬も規制対象とすることとし、以下のように改正した。

現行
対象農薬：水田使用農薬のみ
基準値と比較する値：150日間の平均田面水中濃度
基準値の算出式：以下のように算出

*

基準値Ｘ(mg/L) =
農薬のADI(mg/kg/日)×平均体重53.3(kg)×飲料水へのADI配分係数(10%)×10

国民１日当たり飲水量2(L)

改正案
対象農薬：水田使用農薬＋非水田使用農薬
基準値と比較する値：公共用水域への流出水中濃度＋飛散を勘案
基準値の算出式：生物濃縮係数が５千を超える農薬については以下により算出

農薬のADI(mg/kg/日)×平均体重53.3(kg)×配分係数｛(10%(飲料水経由)) + 5%(魚介類経由)｝Ｘ(mg/L)=
国民 日当たり飲水量 内水面漁業・養殖業由来の魚介類摂取量 海域における希釈倍率 海面漁業・養殖業由来の魚介類摂取量 生物濃縮係数1 (2L)+(( (0.0021kg)+ (1/5)× (0.045kg))×

注１）網掛け部分は今回追加部分

注２）海域における当該農薬の河川濃度からの希釈倍率・・１／５

注３）海面漁業量…全海水面漁業・養殖業のうち遠洋沖合魚分を除くもの。国民の１日あたり魚介類摂取量94gのうち、約45.0g

注４）内水面漁業量…内水面漁業・養殖業によるもの。国民の１日あたり魚介類摂取量94gのうち、約2.1g

別添２



土壌残留及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準改定の検討状況

１．検討の経緯

平成16年４月 第16回中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会
６月 第17回中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会
８月 第18回中央環境審議会土壌農薬部会農薬専門委員会

○農薬専門委員会報告を取りまとめ

平成16年８月～９月 農薬専門委員会報告のパブリックコメント募集（意見提
出件数５件）

平成16年10月 第16回中央環境審議会土壌農薬部会
○農薬専門委員会報告を審議し了承

平成16年12月20日付 環境大臣より食品安全委員会委員長に対し食品健康影響
評価を要請（食品安全基本法第24条第１項第２号の規定
に基づく）

平成16年12月24日 食品安全委員会第75回会合
○要請事項を説明

平成17年１月12日 第22回食品安全委員会農薬専門調査会
３月16日 第26回食品安全委員会農薬専門調査会

○農薬評価書（案）の審議

平成17年３月～４月 農薬評価書のパブリックコメント募集（意見・情報等の
応募なし）

平成17年５月６日 食品安全委員会第93回会合
○農薬評価書を審議し了承

平成17年６月22日 第10回農業資材審議会農薬分科会
○農薬取締法第３条第２項の規定に定められた同条第１

項第５号及び第７号に掲げる場合に該当するかどうか
の基準の変更について（諮問）を審議し了承

平成17年８月３日 環境省告示第83号
○農薬取締法第３条第２項の規定に基づき、農林省告示

第346号（農薬取締法第３条第１項第４号から第７号
までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める
等の件）の一部を改正（平成18年８月３日施行）

２．今後の予定
・農薬小委員会において、水質汚濁に係る環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）算定

方法検討調査検討会における算定方法の検討結果を報告
・告示施行（平成18年８月３日）



平成１７年度水質汚濁に係る環境中予測濃度（水濁ＰＥＣ）

算定方法検討調査検討会委員名簿

氏 名 所 属

井上 隆信 豊橋技術科学大学建設工学系教授

上路 雅子 (独)農業環境技術研究所理事

清水 喜一 千葉県農林水産部農業改良課技術指導室主席普及指導員

高橋 宏和 (財)日本植物調節剤研究協会研究所研究企画部長

高橋 義行 (社)日本植物防疫協会研究所

環境科学グループ環境分析チームマネージャー

中村 幸二 埼玉県農林総合研究センター副所長

福島 武彦 筑波大学大学院生命環境科学研究科教授

星野 敏明 農薬工業会（環境部会長 （バイエルクロップサイエンス）

㈱レギュラトリーアフェアーズ開発本部）

細見 正明 東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授



ゴルフ場暫定指導指針対象農薬に係る
平成１６年度水質調査結果について

平成１７年１１月１１日(金)
環 境 省 水 ・ 大 気 環 境 局
土壌環境課農薬環境管理室
室 長 鈴木 伸男(6640)
室長補佐 小出 純 (6641)
担 当 松岡 由美(6644)

環境省の示した「暫定指導指針」に基づき、平成１６年度に都道府県において実施さ
れたゴルフ場で使用される農薬についての水質調査の結果を環境省において取りまとめ
たもの。

９９７か所のゴルフ場を対象に延べ４５，８８０検体について水質調査を実施。その
うち指針値を超過したのは０検体。

引き続き「暫定指導指針」に基づき、都道府県と協力してゴルフ場で使用される農薬
による水質汚濁の防止のため指導を行っていく。

１．経緯

環境省は、平成２年５月に、ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁を未然に防止するため、

ゴルフ場で使用される農薬に係る水質調査の方法やゴルフ場の排水口での遵守すべき農薬濃度目標

（指針値）等を定めた「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針」

（以下「暫定指導指針」という。）を都道府県に通知した。以降、各都道府県において、同指針に

基づき所要の調査、指導が行われている。環境省は、この水質調査結果について、平成２年度以降、

毎年都道府県から報告を求めている。なお、平成１６年度調査からは、環境省地方環境対策調査官

事務所（平成１７年１０月１日付で「地方環境事務所」に再編）においても水質調査を実施してい

る。

２．平成１６年度に都道府県において実施されたゴルフ場排水口等における水質調査結果

＜調査結果の概要＞

① 調査を実施した都道府県数 ４４

② 調査対象となったゴルフ場 ９９７か所

（うち環境省地方環境対策調査官事務所が調査を行ったゴルフ場数 １１か所）

③ 調査対象農薬数 計４５種類

④ 総検体数 ４５，８８０検体

（うち環境省地方環境対策調査官事務所が調査を行った検体数 ５８９検体）

⑤ 検出状況 農薬別検出濃度範囲等は別表に記載したとおり

指針値超過検体 なし

⑥ 過去の調査結果との比較

調査対象 調査対象 総検体数 指針値超過 指針値
調査年度 ゴルフ場 検体数 超過比率

総 数 農薬数 (A) (B) (B/A)(%)

平成12年度 １，６７３ ３５ ８４，０７１ ２ ０．００２４

平成13年度 １，５２６ ３５ ７８，１８４ ０ ０

平成14年度 １，５３９ ４５ ７９，８９３ １ ０．００１３

平成15年度 １，２３３ ４５ ６０，８５８ ０ ０

平成16年度 ９９７ ４５ ４５，８８０ ０ ０

別添３



ゴルフ場排水口における農薬別濃度範囲等(別表)

指針値 濃 度 範 囲 指針値超過 （参考）注１

注2農 薬 名 (mg/ｌ) (mg/ｌ) 検体数 総検体数
（殺虫剤）
アセフェート ０．８ ＮＤ～０．０１１ ０ ８６０
イソキサチオン ０．０８ ＮＤ～０．００８ ０ １，１６４
イソフェンホス ０．０１ ＮＤ ０ ７９２
エトフェンプロックス ０．８ ＮＤ～０．００４ ０ ８６７
クロルピリホス ０．０４ ＮＤ ０ １，０１１
ダイアジノン ０．０５ ＮＤ～０．００５１ ０ １，４２７
チオジカルブ ０．８ ＮＤ～０．００７ ０ ７２６
トリクロルホン(DEP) ０．３ ＮＤ ０ ７８６
ピリダフェンチオン ０．０２ ＮＤ～０．００１ ０ ９３４
フェニトロチオン(MEP) ０．０３ ＮＤ～０．００５ ０ １，３０３
（殺菌剤）
アゾキシストロビン ５ ＮＤ～０．００２ ０ １，２１９
イソプロチオラン ０．４ ＮＤ～０．０１５ ０ １，１０４
イプロジオン ３ ＮＤ～０．００１４ ０ １，２１５
イミノクタジン酢酸塩 ０．０６ ＮＤ～０．０００６ ０ ６９８
エトリジアゾール(ｴｸﾛﾒｿﾞｰﾙ) ０．０４ ＮＤ ０ ７８６
オキシン銅(有機銅) ０．４ ＮＤ～０．００２ ０ ９３１
キャプタン ３ ＮＤ ０ ８９６
クロロタロニル(TPN) ０．４ ＮＤ ０ １，１４２
クロロネブ ０．５ ＮＤ～０．０００１ ０ １，０６１
チウラム(ﾁﾗﾑ) ０．０６ ＮＤ ０ １，０００
トルクロホスメチル ０．８ ＮＤ～０．０１７ ０ １，１７４
フルトラニル ２ ＮＤ～０．０２３ ０ １，２４０
プロピコナゾール ０．５ ＮＤ～０．０１７ ０ １，１５５
ペンシクロン ０．４ ＮＤ～０．００８ ０ １，３５６
ホセチル ２３ ＮＤ ０ ７２０
ポリカーバメート ０．３ ＮＤ～０．００９ ０ ６２４
メタラキシル ０．５ ＮＤ～Ｔｒ ０ １，１４８注３

メプロニル １ ＮＤ～０．００５ ０ １，２８３
（除草剤）
アシュラム ２ ＮＤ～０．０１４ ０ １，３８１
ジチオピル ０．０８ ＮＤ～０．００１ ０ １，０９１
シデュロン ３ ＮＤ～０．０１６ ０ ９５１
シマジン(CAT) ０．０３ ＮＤ～０．００２ ０ ９８０
テルブカルブ(MBPMC) ０．２ ＮＤ～０．００５ ０ ８７９
トリクロピル ０．０６ ＮＤ～０．００６ ０ １，１０６
ナプロパミド ０．３ ＮＤ～０．００９ ０ ９５０
ハロスルフロンメチル ０．３ ＮＤ～０．００９ ０ １，０８３
ピリブチカルブ ０．２ ＮＤ ０ ９４１
ブタミホス ０．０４ ＮＤ～０．０００９ ０ ９４１
フラザスルフロン ０．３ ＮＤ～０．００２ ０ ９１２
プロピザミド ０．０８ ＮＤ～０．０１３ ０ １，０６７
ベンスリド(SAP) １ ＮＤ ０ ８３５
ペンディメタリン ０．５ ＮＤ～０．００２ ０ １，１６９
ベンフルラリン(ﾍﾞｽﾛｼﾞﾝ) ０．８ ＮＤ ０ ９９８
メコプロップ(MCPP) ０．０５ ＮＤ～０．００２ ０ １，１０３
メチルダイムロン ０．３ ＮＤ～０．０００１ ０ ８７１

合 計 － ０ ４５，８８０

注１ 排水口のデータである。なお、都道府県により定量下限値は異なる。
２ 場外の水域等を含む検体の合計である。
３ メタラキシルについては、検出限界（0.001mg/L）以上ではあるが、定量下限値（0.05

mg/L）以下で検出された事例があったため、最高濃度については「Tr」で表示した。



（参考）

ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について

１．概要

（１） 水質保全の面からゴルフ場を指導するに先立って、農薬の使用状況や場内の集排水系統、
周辺水域の状況等の実態を的確に把握すること。

（２） 下流水域への出口であるゴルフ場の排水口における調査を基本に、農薬の使用状況、現地
の立地条件等を勘案して排出水中の農薬の残留実態を的確に調査すること。

（３） 全国的にみて主要な農薬について現在得られている知見等を基に人の健康の保護に関する
視点を考慮して設定した指針値を、排出水中の農薬濃度が超過しないよう農薬の流出を極力
低減させる等の指導を行うとともに、当該濃度が同指針値を超過した場合には次のような適
切な措置をとること。

① 下流の利水施設に支障が生じないよう万全の措置を講ずること。
② 農薬の流出原因についてより詳細な調査を行うこと。
③ 農薬使用の適正化、可能な範囲での農薬使用量の削減等の指導を一層徹底すること。
④ 現地の実情に即し、ゴルフ場の集排水施設、施設・構造等の改善を指導すること。

(４) 都道府県において、地域の実情に応じ、この指針値に替わるより厳しい値によって所要の指
導を行うことができること。

(５) 関係行政部局の連絡協議、ゴルフ場関係者の自主的な調査点検等の指導に努めること。

２．暫定指導指針の改正等について

○ 平成 ２年 ５月２４日 ： 環境庁水質保全局長名で各都道府県知事あてに通知。
○ 平成 ３年 ７月３０日 ： 一部改正（対象農薬を追加し、２１から３０農薬へ。）
○ 平成 ４年１２月２１日 ： 一部改正（指針値を一部強化。フェニトロチオンの指針値を

０．１から０．０３（ｍｇ／ｌ）に変更。）
○ 平成 ９年 ４月２４日 ： 一部改正（対象農薬を追加し、３０から３５農薬へ。）
○ 平成１３年１２月２８日 ： 一部改正（対象農薬を追加し、３５から４５農薬へ。）




